
                              令和 5 年 6 月 26 日 

＜法律セミナー Ⅰ＞ 
 

「労働法についての基礎知識」 

  主催 鹿児島県経営者協会 

昨今の企業の人事労務においては、労使間のトラブルが法的紛争に発展するケースも多くみ

られ、今なお高い水準で推移しております。日々の労務管理の重要性は高まっており、法令順

守や労務管理には労働分野の法的知識が欠かせません。 

そこで、今回は、新しく人事労務に配属になられた方から再度、基本を確認されたい方も対

象に、下記の内容について、特に問題となりやすいポイントや留意すべき点などについて弁護

士の先生に解説していただきます。 労働法についての基礎的なセミナーです。 

是非ご参加ください。（複数の参加も可能でございます） 

 

記 

 

1）日 時  令和５年 ７月 ２６日（水） １３時３０分 ～ １５時３０分 

2）場 所  宝山ホール ３階 第５会議室  〔 TEL 099-223-4221 〕 

3）内 容   ・労働に関する法律の概要 

・就業規則・労働協約・労働契約の関係 

       ・労働契約の成立と労使間の権利・義務 

・労働契約の変更 

・労働契約の終了 

・その他労働契約に関するポイント・留意点等   

4）講 師    弁護士法人 照国総合事務所 

弁護士  折田 健市郎 氏 

5）定 員   ４０名 〔定員になり次第、締め切らせていただきます。複数参加も可能です。〕 

  6）参加費   会 員 5,000 円 ／人   会員外 17,000 円 ／ 人（資料代、消費税込） 

7）申 込  ・下記申込書に必要事項を記入の上、メールまたは FAX にてお申込みください。 

・お申込みのご担当者様に連絡事項等をお送りいたします。 

・参加費につきましては、当日会場にて申し受けます。 

請求書送付をご希望の方は、お申し付けください。 

 

                          （切り取らずそのままお送りください）   

鹿児島県経営者協会 (申し込みは、E-mail  nakao-ta@po.minc.ne.jp 
FAX  ０９９－２２５－０４０２ 宛てにお願いします。)   

 

＜法律セミナー Ⅰ＞ 参加申込書  

会社名                        （ＴＥＬ                ） 

ご担当者所属：               ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽまたは FAX 

    ご氏名：                 

＜参加者＞ 所属部･課名              ご 氏 名 

1)                                   

 2)                                   

 3)                                   

  ご記入頂いたデータは、参加者名簿以外への使用はせず、適切な個人情報管理を致します。 

＜連絡先＞ 鹿児島県経営者協会 担当：中尾  TEL 099-222-3489   FAX 099-225-0402 

mailto:nakao-ta@po.minc.ne.jp

